
Title ゴルバチョフの軍事政策と党軍関係の一考察
Sub Title A study of Gorbachev's military policy and the party-military

relationship in the Soviet Union
Author 松井, 弘明(Matsui, Hiroaki)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1990

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.63, No.2 (1990. 2) ,p.325- 346 

JaLC DOI
Abstract
Notes 中澤精次郎先生追悼号
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19900228-0325

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
軍
事
政
策
と
党
軍
関
係
の
一
考
察

松

井

弘

明

ゴルバチョフの軍事政策と党軍関係の一考察

は
じ
め
に

一
、
軍
の
権
威
の
引
ぎ
下
げ

二
、
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
に
よ
る
世
論
の
喚
起

三
、
軍
部
の
人
事
異
動
に
よ
る
統
制

お
わ
り
には

じ
め
に

　
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
自
身
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
よ
う
に
．
「
革
命
」
的
な
広
が
り
と
深
さ
を
も
っ
て
進
行
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
核
心
は
経
済
の
立
て
直
し
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
無
い
。
そ
し
て
、
経
済
の
立
て
直
し
の
た
め
に
は
膨
大
な
軍

事
費
の
削
減
が
急
務
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ゴ
ル
パ
チ
ョ
フ
は
書
記
長
就
任
以
来
早
速
核
実
験
の
一
方
的
停
止
を
宣
言
し
、

I
N
F
（
中
距
離
核
戦
力
）
全
廃
条
約
を
成
立
さ
せ
、
八
八
年
一
二
月
に
は
通
常
兵
力
の
一
方
的
削
減
を
も
発
表
し
た
。
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し
か
し
．
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
に
最
大
限
に
優
遇
さ
れ
て
ぎ
た
軍
部
か
ら
、
様
々
な
既
得
権
を
奪
う
事
に
な
る
軍
事
費
と
軍
備
の
削
減
は

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
に
は
軍
事
政
策
の
多
く
は
軍
部
の
専
管
事
項
と
し
て
、
政
治
の
統
制
が
届
き
に
く

く
な
っ
て
い
た
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
軍
の
利
益
に
反
す
る
大
幅
な
軍
事
費
の
削
減
を
行
う
た
め
に
は
、
ま
ず
軍
事
政
策
に
お
け
る
主
導
権

を
政
治
指
導
部
の
手
に
奪
い
返
す
必
要
が
あ
る
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
様
々
な
手
段
を
と
っ
て
き
た
。
主
な
も
の

と
し
て
は
、
一
．
軍
の
権
威
の
引
き
下
げ
、
二
、
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
に
よ
る
軍
事
問
題
の
公
然
た
る
議
論
、
三
、
人
事
の
刷
新
、
等
で
あ
る

が
、
ま
た
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
対
外
的
に
は
緊
張
緩
和
に
よ
る
西
側
の
脅
威
の
低
減
が
あ
り
、
対
内
的
に
は
軍
事

ド
ク
ト
リ
ソ
の
変
更
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
政
策
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
軍
部
は
こ
れ
に
ど
の
よ

う
に
対
応
し
て
い
る
か
を
考
察
し
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

32δ

一
、

軍
の
権
威
の
引
ぎ
下
げ

　
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
、
ソ
連
は
積
極
的
な
軍
備
増
強
を
行
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
は
対
外

政
策
に
お
い
て
も
軍
事
力
を
前
面
に
押
し
出
し
た
政
策
が
取
ら
れ
た
。
七
五
年
の
ア
ソ
ゴ
ラ
紛
争
に
お
け
る
軍
事
的
支
援
に
始
ま
り
、
ソ

マ
リ
ア
・
エ
チ
オ
ピ
ア
紛
争
へ
の
介
入
、
そ
し
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
ヘ
の
侵
攻
は
、
七
〇
年
代
前
半
に
形
成
さ
れ
た
東
西
の
デ
タ
ソ
ト
・

ム
ー
ド
を
ほ
と
ん
ど
消
滅
さ
せ
た
。
ま
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
危
機
、
西
側
諸
国
に
ょ
る
モ
ス
ク
ワ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
ソ
連

の
中
距
離
核
ミ
サ
イ
ル
S
S
1
2
0
の
配
備
と
、
こ
れ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
核
ミ
サ
イ
ル
、
パ
ー
シ
ソ
グ
n
の
ヨ
ー
ワ
ッ
パ
配
備
は
さ
ら

に
東
西
の
緊
張
を
激
化
さ
せ
、
ソ
連
を
孤
立
さ
せ
、
核
戦
争
の
可
能
性
さ
え
語
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
ウ
ス
チ
ー
ノ
フ
国
防
相
は
「
も

し
先
制
核
攻
撃
を
受
け
た
ら
、
敵
に
対
し
て
壊
滅
的
報
復
攻
撃
を
行
う
能
力
を
ソ
連
が
維
持
す
る
こ
と
が
、
以
前
に
も
ま
し
て
必
要
で
あ

る
』
「
わ
が
軍
事
理
論
は
、
外
か
ら
の
脅
威
を
撃
退
す
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
受
け
身
的
性
格
を
持
つ
こ
と
は
な
い
で
あ
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（
－
）

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
緊
張
の
激
化
は
、
ソ
連
に
お
い
て
軍
の
重
要
性
を
一
層
高
め
る
こ
と
に
な
ウ
た
。
オ
ガ
ル
コ
フ
参
謀
総
長
は
、
党
中
央
委

員
会
機
関
誌
「
コ
ム
ニ
ス
ト
」
の
一
九
八
一
年
第
一
〇
号
に
長
い
論
文
を
発
表
し
、
複
雑
で
大
き
な
破
壊
力
を
伴
う
近
代
戦
に
お
い
て
は
、

兵
器
・
器
材
の
補
給
量
が
過
去
の
数
倍
、
数
十
倍
に
も
達
し
、
こ
れ
を
短
期
間
に
補
充
で
き
な
け
れ
ば
軍
の
戦
闘
力
を
必
要
な
水
準
に
維

持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
述
べ
軍
へ
の
一
層
の
資
源
割
り
当
て
を
要
求
し
た
。

　
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
、
八
二
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
ソ
連
軍
司
令
官
会
議
に
お
い
て
、
「
国
民
は
軍
が
課
題
を
遂
行
す
る
上
で
非
の
う
ち
ど

こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
な
に
も
の
を
も
惜
し
ま
な
い
」
「
党
中
央
委
員
会
は
、
諸
君
が
何
物
に
も
不
自
由
の
な
い
よ
う
措
置
を

　
　
　
　
（
2
）

講
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
八
三
年
九
月
の
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
に
お
い
て
オ
ガ
ル
コ
フ
参
謀
総
長
自
ら
記
者
会
見
で
説
明

の
主
導
権
を
取
っ
た
こ
と
は
、
軍
部
の
発
言
力
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
軍
部
の
優
遇
策
は
軍
幹
部
の
進
級
に
も
現
れ
た
。
八
三
年
三
月
二
五
日
付
け
で
、
ア
フ
ロ
メ
ー
エ
フ
（
参
謀
総
長
第
一
次
官
）
、
ク
ル
コ
ト

キ
ン
（
国
防
次
官
、
後
方
長
官
）
、
ペ
ト
ロ
フ
（
国
防
次
官
、
地
上
軍
総
司
令
官
）
の
三
人
の
上
級
大
将
が
、
一
挙
に
軍
人
と
し
て
の
最
高
位
の
ソ

連
邦
元
帥
に
、
ト
ル
プ
コ
（
国
防
次
官
、
戦
略
・
ヶ
ッ
ト
軍
総
司
令
官
）
が
砲
兵
上
級
元
帥
に
、
チ
ェ
ル
ナ
ヴ
ィ
ン
（
海
軍
参
謀
総
長
）
が
海
軍
元

帥
に
そ
れ
ぞ
れ
進
級
し
た
。
こ
の
よ
う
な
多
数
の
上
位
へ
の
進
級
は
過
去
ほ
と
ん
ど
例
が
な
く
、
と
く
に
三
人
の
ソ
連
邦
元
帥
の
誕
生
は
、

ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
に
こ
の
位
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
は
一
八
年
間
に
ブ
レ
ジ
ネ
フ
自
身
を
含
め
て
八
人
し
か
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

異
例
の
進
級
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
軍
内
に
は
規
律
の
低
下
、
訓
練
水
準
の
低
さ
、
徴
兵
適
齢
人
口
の
減
少
な
ど
様
々
な
問
題
が
大
き
く
な
っ
て
い

た
。
陸
海
軍
政
治
総
本
部
長
の
エ
ピ
シ
ェ
フ
は
、
八
二
年
五
月
の
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
（
共
産
主
義
青
年
同
盟
）
第
一
九
回
大
会
で
、
軍
隊
に
入
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
く
る
若
者
達
の
「
政
治
的
無
知
、
平
和
主
義
、
危
機
意
識
欠
如
の
態
度
」
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
党
は
八
三
年
一
二
月
一
五

日
「
軍
事
犯
罪
の
刑
事
責
任
に
関
す
る
法
律
」
（
略
称
「
軍
事
刑
法
」
）
を
改
定
し
て
厳
罰
主
義
で
軍
へ
の
締
付
け
を
計
っ
た
。
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ま
た
、
共
産
党
は
軍
に
対
し
て
資
源
の
節
約
を
強
く
要
求
し
た
。
こ
の
た
め
軍
で
は
宿
舎
の
老
朽
化
や
不
足
、
食
料
事
情
の
悪
化
を
招

き
、
ま
た
部
隊
で
は
労
務
支
援
を
行
う
た
め
に
本
来
の
軍
事
訓
練
が
十
分
に
行
え
な
い
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
き
た
。
こ
れ
に
加
え
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
決
定
の
誤
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
題
の
処
理
、
I
N
F
交
渉
の
失
敗
な
ど
を
め
ぐ
り
、
軍
内
部
に
は
党
に
対
す
る
批
判

的
な
空
気
が
つ
よ
く
な
っ
て
い
た
。
国
防
省
機
関
紙
「
ク
ラ
ス
ナ
ヤ
・
ズ
ベ
ズ
ダ
ー
」
に
将
兵
の
不
平
不
満
や
軍
の
問
題
点
が
数
多
く
掲

載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
以
前
に
お
い
て
は
、
一
方
で
ソ
連
の
内
外
政
策
に
は
軍
事
的
要
素
が
大
き
な
部
分
を
占
め
、
軍
事
力
を

前
面
に
押
し
出
し
た
政
策
が
取
ら
れ
た
が
、
他
方
軍
人
に
対
す
る
締
付
け
に
対
し
て
は
軍
か
ら
不
満
の
声
が
聞
か
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
。

経
済
の
立
て
直
し
を
至
上
命
令
と
す
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
軍
と
の
関
係
を
改
善
し
な
が
ら
、
肥
大
化
し
た
軍
を
縮
小
し
よ
り
多
く
の
資
源

を
経
済
建
設
に
回
す
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
軍
の
た
め
に
何
物
も
惜
し
ま
な
い
」
政
策
の
根
本
的
是
正
を
必
要
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
ま
ず
取
っ
た
政
策
は
、
政
策
全
般
に
お
い
て
党
が
軍
に
優
越
し
た
立
場
に
あ
る
こ
と
を
示
す

こ
と
で
あ
っ
た
。

　
変
化
は
象
徴
的
な
形
で
始
ま
っ
た
。
八
五
年
三
月
＝
二
日
の
チ
ェ
ル
ネ
ン
コ
前
書
記
長
の
葬
儀
に
、
ソ
コ
・
フ
国
防
相
は
参
列
し
な
か

っ
た
（
ブ
レ
ジ
ネ
フ
、
ア
ソ
ド
・
ポ
フ
両
書
記
長
の
葬
儀
に
は
ウ
ス
チ
ー
ノ
フ
国
防
相
が
参
列
）
。
続
い
て
、
新
書
記
長
と
な
っ
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は

四
月
二
三
日
の
中
央
委
員
会
総
会
で
リ
ガ
チ
ョ
フ
、
ル
ィ
シ
コ
フ
両
書
記
と
と
も
に
K
G
B
（
国
家
保
安
委
員
会
）
議
長
チ
ェ
ブ
リ
コ
フ
を
政

治
局
員
に
任
命
し
た
が
、
ウ
ス
チ
ー
ノ
フ
政
治
局
員
の
後
任
で
あ
る
ソ
コ
・
フ
は
政
治
局
員
候
補
に
留
め
た
。
こ
の
方
針
は
、
八
七
年
五

月
に
国
防
相
に
就
任
し
た
ヤ
ゾ
フ
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
．
さ
ら
に
、
毎
年
一
一
月
七
目
の
革
命
記
念
日
に
は
、
レ
ー
ニ
ン
廟
上
に
国
防

相
の
ほ
か
三
人
の
国
防
第
一
次
官
及
び
六
人
の
国
防
次
官
が
並
ぶ
こ
と
が
恒
例
と
な
っ
て
い
た
が
、
八
六
年
の
革
命
記
念
日
以
後
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
第
一
次
官
の
三
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
上
述
の
よ
う
に
、
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
の
時
代
に
三
人
の
ソ
連
邦
元
帥
を
誕
生
さ
せ
る
な
ど
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
以
前
に
は
上
位
へ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1表

年 ソ連邦元師 ソ連邦海軍元師 兵科上級元師 兵科元師 海軍元師 上級大将 、

75 1 3 2 1

76 2 1 6
77 2 1 2 4 ‡

78 1 1
79 1 7
80 3 2
81 2 3
82 1 3
83 3 1 1 2
84 1 2
85 2 1 ～

86 4 量

87

88 2 4

（資料：クラスナヤ・ズヴェズダー）

第2表

職 前任者（ソ連邦元師） 後任者（上級大将） 異動確認

地上軍総司令官 V．1．ペトロフ E．F．イワノフスキー 85．2

国防相 S．L．ソコロフ D．T．ヤゾフ 87．5

後方長官 S．K．クルコトキン V．M．アルヒーポフ 88．5

西部戦域軍司令官 N．V．オガルコフ S．1．ポストニコフ 88．10

参謀総長 N．F．アフロメーエフ M．A．モイセーエフ 88．12

ワルシャワ条約軍総司令官 V．G．クリコフ P．G．ルーシェフ 89．2

（資料：クラスナヤ・ズヴェズダー、尚、地上軍総司令官イワノフスキーは89年1月解任され、後任にV
I．ヴァレンニコフ上級大将が就任した）。

の
進
級
者
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
ゴ
ル

パ
チ
ョ
フ
は
こ
れ
を
極
力
押
さ
え
よ
う

と
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
．
国
防

相
就
任
以
前
に
ソ
連
邦
元
帥
で
あ
っ
た

ソ
ロ
コ
フ
は
別
と
し
て
、
上
級
大
将
進

級
後
す
で
に
五
年
を
過
ぎ
た
ヤ
ゾ
フ
国

防
相
を
始
め
と
し
て
、
ゴ
ル
パ
チ
ョ
フ

は
書
記
長
就
任
以
来
一
人
の
ソ
連
邦
元

帥
も
任
命
し
て
い
な
い
。
一
九
七
五
年

以
後
の
上
級
大
将
以
上
の
進
級
者
の
状

況
は
第
1
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
表
か
ら
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権

後
の
上
級
大
将
以
上
の
進
級
は
、
す
べ

て
を
合
計
し
て
四
年
間
に
二
一
一
名
に
過

ぎ
ず
、
と
く
に
ソ
連
邦
元
帥
、
ソ
連
邦

海
軍
元
帥
及
び
兵
科
上
級
元
帥
が
一
人

も
出
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

八
七
年
は
上
級
大
将
以
上
が
一
人
も
出

な
か
っ
た
。
八
九
年
現
在
で
ソ
連
邦
元
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帥
は
六
人
で
あ
る
が
、
近
年
相
次
い
で
そ
の
職
を
解
任
さ
れ
、
八
九
年
二
月
の
ク
リ
コ
フ
・
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
統
一
軍
総
司
令
官
の
解
任

を
最
後
に
、
ソ
連
邦
元
帥
は
す
べ
て
重
要
な
職
か
ら
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
後
任
者
は
す
べ
て
三
ラ
ン
ク
も
下
の
上
級
大
将
で
あ
る

（
第
2
表
）
。
す
な
わ
ち
、
海
軍
を
別
と
す
れ
ば
、
事
実
上
上
級
大
将
が
現
在
の
最
高
の
位
と
な
っ
た
の
で
あ
る
．
唯
一
の
例
外
は
航
空
兵

元
帥
の
A
・
N
・
エ
フ
ィ
ー
モ
フ
空
軍
総
司
令
官
で
あ
る
が
、
彼
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
以
前
（
八
五
年
一
月
）
の
就
任
で
あ
り
、
現
職
者
の
な

か
で
は
高
齢
（
六
六
歳
）
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
遠
く
な
い
将
来
に
解
任
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
ソ
連
軍
で
は
、
毎
年
四
月
の
防
空
軍
、
七
月
の
海
軍
、
八
月
の
航
空
兵
、
九
月
の
戦
車
兵
、
一
一
月
の
戦
略
・
ケ
ッ
ト
軍
砲
兵

の
各
記
念
目
に
、
各
軍
種
総
司
令
官
の
長
文
の
談
話
を
「
プ
ラ
ウ
ダ
」
に
掲
載
し
て
い
た
が
、
八
六
年
に
は
そ
れ
は
非
常
に
短
い
も
の
と

な
り
、
八
七
年
に
は
そ
れ
さ
え
も
全
く
掲
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
様
々
な
変
化
は
、
一
つ
一
つ
は
断
片
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
全
体
を
傭
鰍
し
て
み
る
と
、
軍
部
に
対
し
必
要
以
上
の
厚

遇
を
し
な
い
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
一
貫
し
た
姿
勢
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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二
、
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
に
よ
る
世
論
の
喚
起

　
情
報
は
統
制
の
た
め
の
も
っ
と
も
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
情
報
を
独
占
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
他
か
ら
の
批
判
を
は
ね
つ
け
る
力
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
。
ソ
連
に
お
い
て
は
軍
の
実
態
に
つ
い
て
の
情
報
は
厚
い
秘
密
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
閉
ざ
さ
れ
、
一
般
国
民
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
枢
要
な
地
位
に
あ
る
文
官
指
導
者
で
さ
え
知
る
こ
と
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
体
制
が
政
治
を
軍
の
要
求
に
無
力
に
し
、

軍
を
肥
大
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
無
い
で
あ
ろ
う
。
軍
に
関
す
る
情
報
を
公
開
し
、
社
会
的
な
議
論
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
は
、

軍
に
対
す
る
政
治
統
制
を
強
化
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
書
記
長
就
任
演
説
に
お
い
て
早
く
も
、
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
（
公
開
性
）
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
今
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後
と
も
、
党
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
国
家
及
び
社
会
機
関
の
活
動
に
お
け
る
公
開
性
を
も
っ
と
拡
大
す
る
義
務
が
あ
る
」
「
人
々
が
情
報
に
通

じ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
そ
れ
だ
け
自
覚
を
以
て
行
動
し
、
そ
れ
だ
け
積
極
的
に
党
を
、
そ
の
計
画
と
綱
領
的
目
標
を
支
持
す

（
5
）る

。
」
ソ
連
の
政
権
は
、
国
民
か
ら
情
報
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
統
制
を
容
易
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
社
会
の
沈
滞
で
あ
っ

た
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
文
字
通
り
情
報
の
公
開
に
よ
っ
て
社
会
の
活
性
化
を
考
え
た
と
す
れ
ば
、
従
来
の
統
治
法
か
ら
の
一
八
O
度
の
転

換
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
ヤ
ゾ
フ
国
防
相
は
「
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
は
ペ
レ
ス
ト
・
イ
ヵ
、
民
主
化
、
軍
の
質
的
な
状
態
を
改
善
す
る
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

余
力
を
活
用
す
る
有
効
な
武
器
で
あ
る
」
と
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
を
軍
の
立
て
直
し
の
観
点
か
ら
評
価
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
発
表
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
ソ
連
軍
に
関
す
る
様
々
な
事
柄
が
発
表
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
八
七
年
一
〇
月
の
「
ノ
ー
ボ
エ
・
ブ
レ
ー
ミ
ヤ
」
に
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
研
究
所
副
所
長
V
・
V
・
ジ
ュ
ー
ル
キ
ン
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

文
と
と
も
に
、
米
ソ
の
戦
略
兵
器
の
数
量
の
推
移
と
現
在
の
構
成
が
掲
載
さ
れ
た
。
八
八
年
二
月
に
は
ヤ
ゾ
フ
国
防
相
が
「
戦
力
の
軍
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

バ
ラ
ン
ス
と
ミ
サ
イ
ル
・
核
の
パ
リ
テ
ィ
ー
」
と
題
す
る
論
文
で
、
さ
ら
に
詳
し
い
ソ
連
の
戦
略
兵
器
の
数
量
を
発
表
し
た
。

　
海
軍
力
に
つ
い
て
も
、
八
八
年
七
月
ロ
ボ
フ
・
ソ
連
軍
参
謀
総
長
第
一
代
理
が
、
「
毎
年
、
外
国
の
港
に
寄
港
す
る
ソ
連
の
軍
艦
は
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

五
〇
隻
か
ら
四
七
〇
隻
」
、
「
カ
ム
ラ
ン
湾
に
一
度
に
停
泊
で
き
る
船
は
一
〇
隻
、
弾
薬
備
蓄
は
一
五
〇
ト
ン
」
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
の

に
つ
づ
き
、
ア
フ
・
メ
ー
エ
フ
参
謀
総
長
は
、
ソ
連
海
軍
の
艦
艇
構
成
を
、
ミ
サ
イ
ル
搭
載
原
子
力
潜
水
艦
六
％
、
そ
の
他
の
潜
水
艦
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

○
％
、
外
洋
艦
艇
一
二
％
、
沿
岸
艦
艇
五
二
％
な
ど
と
公
表
し
た
。
さ
ら
に
同
年
一
二
月
チ
ェ
ル
ナ
ヴ
ィ
ン
海
軍
総
司
令
官
は
、
ソ
連
海

軍
艦
艇
は
二
二
八
○
隻
で
あ
る
と
し
、
そ
の
内
訳
を
く
わ
し
く
述
べ
る
と
と
も
に
、
太
平
洋
艦
隊
に
お
い
て
八
四
年
か
ら
八
八
年
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

五
七
隻
の
艦
艇
を
削
減
し
た
と
述
べ
た
。

　
八
九
年
一
月
に
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
国
防
相
委
員
会
の
声
明
と
し
て
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
諸
国
の
兵
力
・
兵
器
の
詳
し
い
数
字
が
N
A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

T
O
と
の
比
較
で
発
表
さ
れ
、
四
月
に
ア
フ
・
メ
ー
エ
フ
ソ
連
邦
元
帥
が
ヨ
ー
・
ッ
パ
部
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
の
保
有
す
る
戦
術
核
の
内

　
　
　
　
　
（
1
3
）

容
を
発
表
し
た
。
ま
た
国
防
費
に
つ
い
て
も
、
八
九
年
五
月
の
人
民
代
議
員
大
会
で
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
、
そ
の
実
質
額
を
七
七
三
億
ル
ー
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（
1
4
）

ブ
ル
と
初
め
て
公
表
し
、
同
時
に
ル
イ
シ
コ
フ
首
相
が
そ
の
項
目
別
内
訳
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
こ
の
よ
う
な
、
兵
力
や
兵
器
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
軍
内
の
民
族
問
題
の
困
難
さ
、
兵
員
の
モ
ラ
ル
の
低
さ
な
ど
、

軍
内
部
の
否
定
的
な
実
態
や
活
動
に
つ
い
て
も
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
ソ
連
軍
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
と

も
な
っ
て
、
軍
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
が
次
第
に
活
発
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
議
論
の
内
容
は
ω
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
に
関
す
る
も
の
、
ω
制
度
・
機
構
に
関
す
る
も
の
、
お
よ
び
⑥
軍
の
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
に
関
す
る
も

の
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
が
、
便
宜
上
個
別
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
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①
　
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
に
関
す
る
論
議

　
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
は
す
べ
て
の
軍
事
政
策
の
基
本
で
あ
る
。
ド
ク
ト
リ
ン
が
変
わ
れ
ば
軍
事
政
策
全
般
が
変
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
両
者
の
因
果
関
係
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他
の
理
由
か
ら
軍
事
政
策
が
変
わ
っ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
を
正

当
化
す
る
も
の
と
し
て
の
ド
ク
ト
リ
ン
の
変
化
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
．
そ
れ
で
も
、
軍
の
あ
り
方
は
ド
ク
ト
リ
ン
に
規
定
さ
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
以
上
、
軍
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
ド
ク
ト
リ
ソ
に
関
す
る
議
論
と
し
て
ま
ず
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
．

　
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
新
し
い
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
次
の
諸
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ω
報
復
に
対
す
る
恐

怖
、
つ
ま
り
「
抑
止
」
あ
る
い
は
「
威
嚇
」
の
ド
ク
ト
リ
ン
の
上
に
安
全
を
構
築
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
安
全
は
相
互
的
な
も
の
で
し

か
あ
り
え
な
い
。
す
べ
て
の
人
に
同
等
の
安
全
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⑧
ソ
連
の
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
は
、
は
っ
き
り
と
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

衛
的
で
あ
る
。
③
軍
事
力
は
、
合
理
的
に
十
分
な
レ
ベ
ル
ま
で
低
下
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
八
六
年
二
月
の
第
二
七
回
ソ
連
共
産
党
大
会

で
示
さ
れ
た
こ
の
考
え
は
、
そ
の
後
様
々
な
機
会
に
敷
術
さ
れ
、
肉
付
け
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
「
現
代
で
は
プ
・

レ
タ
リ
ア
ー
ト
階
級
の
利
益
よ
り
全
人
類
的
価
値
が
優
先
す
る
」
、
「
戦
争
は
政
治
の
延
長
で
あ
る
と
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
命
題
は

現
代
に
適
用
で
き
な
い
」
、
「
軍
事
力
の
み
で
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
他
の
手
段
を
含
め
た
包
括
的
安
全
保
障
体
制
が
必
要
で
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あ
る
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
論
文
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
改
め
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い

　
　
　
（
1
8
）

で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
ド
ク
ト
リ
ソ
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
い
ず
れ
も
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
軍
事
力
の
規
模
・
構
成
に
影
響
を
与
え
る
も
の
だ

け
に
、
単
に
理
論
的
な
論
議
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
強
い
て
分
け
る
と
す
れ
ば
、
政
治
と
戦
争
と
の
関
係
、
全
人
類

的
価
値
を
優
先
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
論
議
は
理
論
的
・
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
色
彩
が
強
く
、
「
防
衛
的
」
「
合
理
的
十
分
性
」
を
め
ぐ

る
議
論
は
軍
事
力
に
直
結
す
る
問
題
と
し
て
論
議
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
．

　
前
者
の
イ
デ
オ
β
ギ
ー
的
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
軍
コ
ム
ニ
ス
ト
」
に
発
表
さ
れ
た
A
・
パ
ブ
・
フ
（
大
佐
・
哲
学
博
士
候
補
）

と
V
・
リ
ャ
シ
ェ
ソ
コ
（
中
佐
・
哲
学
博
士
候
補
）
に
よ
る
「
戦
争
と
政
治
の
相
関
関
係
」
と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
立
場

は
、
レ
ー
ニ
ソ
以
来
の
戦
争
と
政
治
の
関
係
に
関
す
る
命
題
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
論
文
の
筆
者
達
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
め

ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
現
代
の
条
件
下
に
あ
る
戦
争
と
政
治
の
相
互
関
係
は
、
そ
の
効
力
を
失
っ
て
い
な
い
と
主
張
し

て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
達
の
考
え
は
「
核
戦
争
が
政
治
の
継
続
で
あ
る
こ
と
を
止
め
た
の
は
、
本
質
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
核
戦
争
は

政
治
と
関
係
が
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
機
能
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
核
戦
争
は
政
治
的
ま
た
は
な
ん
ら
か
の
目
的
達
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
止
め
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
」
。

　
し
か
し
、
パ
ブ
・
フ
等
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
教
条
主
義
、
反
党
的
偏
向
と
批
判
す
る
も
の
も
い
る
。
例
え
ば
A
・

ヌ
イ
キ
ソ
は
、
「
軍
事
関
係
官
庁
」
の
何
人
か
の
代
表
者
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
路
線
に
あ
か
ら
さ
ま
に
反
対
し
、
政
治
と
核
戦
争
と
の
関

係
を
温
存
す
る
た
め
に
戦
っ
て
い
る
者
が
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
「
我
が
国
の
党
指
導
部
と
軍
部
を
対
比
し
た
り
あ

た
か
も
我
々
の
も
と
に
あ
る
種
の
『
軍
事
的
な
反
対
派
』
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
問
題
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
政
治
的
に
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

責
任
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
パ
ブ
ロ
フ
等
の
論
文
に
お
い
て
も
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
全
面
的
に
否
定
す
る
N
・
グ
ラ
チ
ェ
フ

の
主
張
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
パ
ブ
・
フ
等
は
、
核
戦
争
と
通
常
戦
争
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と
を
分
け
て
考
え
る
B
・
M
・
カ
ネ
フ
ス
キ
ー
、
P
・
M
・
シ
ャ
パ
ル
ジ
ン
も
、
誰
も
最
小
限
の
良
識
さ
え
あ
れ
ば
、
核
兵
器
を
使
用
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
D
・
プ
ロ
エ
ク
ト
ル
の
考
え
を
も
批
判
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
階
級
の
利
益
と
全
人
類
の
利
益
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ゴ
ル
パ
チ
ョ
フ
の
考
え
も
従
来
の
階
級
史
観
を
覆
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ

り
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
者
に
と
っ
て
は
簡
単
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
パ
ブ
・
フ
等

の
論
文
は
．
全
人
類
の
利
益
は
階
級
の
利
益
よ
り
幅
広
く
か
つ
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
「
問
題
は
、
ま
さ
に
こ
の
階
級
の
利

益
こ
そ
．
全
人
類
の
利
益
と
客
観
的
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
の
べ
、
そ
の
理
由
と
し
て
進
歩
的
な
階
級
の
利
益
は
全
人
類

の
進
歩
発
展
、
平
和
の
維
持
お
よ
び
強
化
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
発
想
と
明
白
な
差
を
見
せ
て

（
2
2
）

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
が
、
単
な
る
理
論
上
の
問
題
を
越
え
て
い
る
の
は
、
パ
ブ
・
フ
等
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
と

ら
え
か
た
が
、
「
社
会
主
義
国
の
軍
隊
の
将
兵
の
精
神
的
な
理
想
、
将
兵
に
対
す
る
精
神
的
・
政
治
的
教
育
の
基
礎
を
傷
つ
け
る
か
ら
で

（
2
3
）

あ
る
」
。
実
際
ゴ
ル
パ
チ
ョ
フ
の
問
題
提
起
は
軍
隊
の
存
在
理
由
を
問
う
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
多
く
の
議
論
は
そ

の
深
刻
さ
と
苦
慮
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
．

　
「
防
衛
的
」
ド
ク
ト
リ
ン
お
よ
び
「
合
理
的
十
分
性
」
に
関
す
る
議
論
は
、
ど
れ
だ
け
の
軍
事
力
を
持
つ
か
に
直
接
関
わ
る
だ
け
に
、

よ
り
切
実
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
「
防
衛
的
」
と
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
自
ら
が
武
力
攻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

撃
の
対
象
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
ど
の
国
家
あ
る
い
は
国
家
同
盟
に
対
し
て
も
軍
事
行
動
を
始
め
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
．
す
な
わ

ち
、
「
防
衛
的
」
は
戦
争
開
始
の
状
況
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
．
戦
争
全
体
に
お
け
る
軍
の
姿
勢
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

戦
争
に
勝
つ
こ
と
を
至
上
命
令
と
さ
れ
て
い
る
軍
は
、
戦
争
開
始
後
の
展
開
す
な
わ
ち
反
撃
行
動
の
重
要
性
を
強
調
す
る
．
例
え
ば
、
・

ボ
フ
・
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
軍
参
謀
長
は
、
戦
争
開
始
後
の
「
敵
部
隊
の
完
全
な
撃
破
」
と
い
う
任
務
を
「
防
御
の
み
で
遂
行
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）

不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
攻
撃
の
撃
退
の
後
に
は
、
ソ
連
軍
部
隊
は
決
定
的
な
反
撃
に
転
ず
る
態
勢
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
ど
。
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軍
の
考
え
は
、
最
終
的
な
勝
利
の
た
め
に
は
防
御
か
ら
攻
撃
に
転
じ
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
り
、
防
御
だ
け
で
勝
利
を
お
さ
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
こ
の
意
味
で
攻
撃
行
動
を
と
る
こ
と
は
「
防
衛
的
」
ド
ク
ト
リ
ン
に
矛
盾
し
な
い
、
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
に
必
要
な
だ
け
の
軍
事
力
は
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
シ
ビ
リ
ア
ソ
達
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
批
判
す
る
。
ア
レ
ク
セ
イ
・
ア
ル
バ
ー
ト
フ
は
、
防
御
と
攻
撃
を
承
認
す
る
な
ら
、

「
防
衛
的
」
ド
ク
ト
リ
ン
の
ど
こ
が
従
来
と
く
ら
べ
て
新
し
い
の
か
、
と
疑
問
を
呈
し
、
「
実
際
、
防
御
だ
け
で
勝
利
を
達
成
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

出
来
ま
い
。
し
か
し
、
今
日
で
は
攻
撃
で
も
勝
利
を
た
っ
せ
い
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
「
最
終
的
に
敵
を
撃
滅
す
る
」
と
い
う
軍

の
考
え
を
批
判
し
て
い
る
。
A
・
サ
ヴ
ェ
ー
リ
エ
フ
は
、
ソ
連
は
攻
撃
行
動
を
完
全
に
断
念
し
、
厳
密
に
防
衛
的
な
軍
に
つ
く
り
直
す
べ

き
だ
と
す
る
A
・
コ
コ
シ
ン
や
V
・
ジ
ュ
ー
ル
キ
ソ
の
グ
ル
ー
プ
と
、
「
防
衛
的
」
は
受
け
身
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
す
る
軍
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

専
門
家
達
と
の
鋭
い
対
立
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
防
衛
的
」
ド
ク
ト
リ
ン
に
つ
い
て
の
考
え
が
違
え
ば
、
「
合
理
的
十
分
性
」
、
す
な
わ
ち
ど
れ
だ
け
の
軍
備
を
持
つ
べ
き
か
に
つ
い
て

も
意
見
が
別
れ
る
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。
軍
部
は
、
「
合
理
的
十
分
性
」
を
相
手
側
と
の
戦
力
の
均
衡
と
ほ
ぼ
同
意
義
に
考
え
て
い
る

こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
G
・
コ
ス
チ
ェ
フ
海
軍
少
将
は
、
「
防
衛
の
た
め
の
合
理
的
十
分
性
の
限
界
は
、
新
思
考
に
不
利
な
状
況
を
含
め
、

あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
核
攻
撃
を
禁
止
す
る
必
要
性
、
並
び
に
戦
争
回
避
の
決
定
的
手
段
と
し
て
現
存
す
る
軍
事
戦
略
上
の
パ
リ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

1
に
よ
っ
て
き
ま
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
前
記
ア
ル
バ
ー
ト
フ
論
文
は
、
「
パ
リ
テ
ィ
ー
は
「
合
理
的
十
分
性
」
と
対
比
す
べ
き
で
は
な
い
し
．
そ
れ
ら
を
同
一
視
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
の
べ
、
「
も
し
質
、
信
頼
性
、
残
存
性
な
ど
を
重
視
し
て
資
金
を
慎
重
に
使
用
す
れ
ば
、
編
成
お
よ
び
機
構
に
関
し

て
全
く
別
な
よ
り
小
さ
な
潜
在
力
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
形
式
的
な
量
的
な
パ
リ
テ
ィ
ー
に
よ
ら
な
く
て
も
十
分
性
は
保
障
さ
れ
う
る
の
で

（
2
9
）

あ
る
」
と
し
て
い
る
．
要
す
る
に
こ
の
論
争
は
、
後
に
続
く
軍
備
削
減
を
ど
こ
ま
で
行
う
か
を
め
ぐ
る
理
論
的
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
ド
ク
ト
リ
ソ
の
変
更
に
よ
っ
て
大
幅
な
軍
備
削
減
を
迫
る
政
治
指
導
部
に
対
し
て
、
軍
部
は
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
抵
抗
を
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示
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
働
　
制
度
・
機
構
の
改
変
を
め
ぐ
る
論
議

　
軍
事
ド
ク
ト
リ
ソ
の
変
更
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
巨
大
な
ソ
連
軍
の
あ
り
方
に
反
省
が
加
え
ら
れ
た
以
上
、
軍
の
制
度
・
機
構
の
現
状

に
対
す
る
批
判
的
意
見
が
現
れ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
予
想
外
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
の
主
張
が
現

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ソ
連
軍
に
地
域
民
兵
制
を
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
で
あ
る
。

　
過
去
に
お
い
て
ソ
連
軍
で
地
域
民
兵
制
を
採
用
し
た
こ
と
が
一
度
だ
け
あ
っ
た
．
そ
れ
は
一
九
二
〇
年
代
の
中
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
各

行
政
地
区
内
の
頑
健
な
壮
丁
は
、
地
方
の
民
兵
部
隊
に
五
年
間
に
わ
た
り
毎
年
定
め
ら
れ
た
期
間
、
現
役
勤
務
と
し
て
招
集
さ
れ
た
。
短

期
間
で
は
あ
る
が
、
各
地
区
の
壮
丁
の
ほ
ぽ
全
員
が
軍
事
訓
練
を
受
け
た
。
民
兵
師
団
兵
員
の
一
六
～
二
〇
％
が
正
規
兵
で
あ
り
、
編
成

の
中
核
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
三
〇
年
に
は
、
歩
兵
部
隊
の
約
五
八
％
が
民
兵
で
あ
り
、
一
〇
％
が
・
シ
ア
語
を
ほ
と
ん
ど
話
せ
な
い
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

数
民
族
を
含
む
地
域
で
編
成
さ
れ
た
民
族
師
団
で
あ
っ
た
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
も
こ
の
時
代
の
民
兵
制
に
復
帰
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ

た
が
、
そ
れ
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
一
九
八
八
年
一
一
月
の
「
モ
ス
ク
ワ
・
ニ
ュ
ー
ス
」
紙
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
サ
ヴ
ィ
ソ
キ
ン
中
佐
（
哲
学
修
士
）
の
「
我
々
に
は
ど

ん
な
軍
隊
が
必
要
か
」
と
題
す
る
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
サ
ヴ
ィ
ン
キ
ン
中
佐
は
、
社
会
の
変
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

侵
攻
の
後
遺
症
が
あ
り
、
情
報
が
不
足
し
て
い
る
現
在
の
ソ
連
軍
か
ら
は
民
心
が
離
れ
て
い
る
と
し
、
軍
の
緊
急
の
改
革
が
必
要
で
あ
る

と
の
べ
、
基
幹
軍
・
民
兵
混
合
制
（
零
9
Φ
隆
9
串
旨
一
三
即
＞
§
伺
）
へ
の
改
変
を
唱
え
た
。
そ
れ
は
、
海
・
空
軍
や
地
上
機
動
部
隊
の
一
部

を
除
き
、
軍
を
民
兵
軍
に
変
え
る
。
そ
こ
で
は
労
働
者
が
職
場
を
離
れ
ず
に
軍
務
に
つ
く
民
兵
と
な
り
、
そ
の
守
備
範
囲
は
彼
ら
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

が
勤
務
す
る
土
地
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
地
域
民
兵
制
に
良
く
似
た
制
度
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
改
革
が
必
要
な
理
由
と
し
て
サ
ヴ
ィ
ン
キ
ソ
中
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佐
は
、
ω
ソ
連
軍
は
無
用
の
長
物
と
な
っ
て
お
り
、
大
き
な
経
済
的
負
担
で
あ
る
、
㈹
西
側
が
巨
大
な
ソ
連
軍
を
脅
威
と
見
な
し
て
い
る
、

⑥
ペ
レ
ス
ト
・
イ
カ
は
ソ
連
軍
の
大
改
革
な
し
に
は
最
終
的
に
勝
利
し
な
い
、
㈲
核
抑
止
よ
り
も
は
る
か
に
効
果
的
か
つ
安
全
に
侵
略
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

抑
止
で
き
る
、
等
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。

　
こ
の
サ
ヴ
ィ
ン
キ
ソ
論
文
に
対
し
て
は
、
軍
の
側
か
ら
激
し
い
反
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
ま
ず
「
軍
コ
ム
ニ
ス
ト
」
は
一
九
八
九
年
第

二
号
で
数
人
の
理
論
家
を
動
員
し
た
反
論
の
特
集
を
組
み
、
続
い
て
八
九
年
二
月
、
人
民
代
議
員
選
挙
の
た
め
の
選
挙
集
会
に
お
け
る
演

説
の
な
か
で
モ
イ
セ
ー
エ
フ
参
謀
総
長
が
反
論
し
、
さ
ら
に
四
月
ヤ
ゾ
フ
国
防
相
が
「
ク
ラ
ス
ナ
ヤ
・
ズ
ベ
ズ
ダ
」
に
長
大
な
論
文
を
発

表
し
た
。
ま
た
、
ア
フ
ロ
メ
ー
エ
フ
前
参
謀
総
長
も
反
論
す
る
な
ど
、
軍
を
挙
げ
て
の
反
論
が
展
開
さ
れ
た
。

　
モ
イ
セ
ー
エ
フ
参
謀
総
長
は
、
現
在
の
複
雑
な
戦
闘
手
段
の
状
況
下
で
は
、
郷
土
軍
制
は
全
く
非
現
実
的
で
あ
る
、
一
方
職
業
雇
用
軍

制
に
移
行
す
れ
ば
、
現
在
よ
り
も
少
な
く
と
も
五
倍
か
ら
八
倍
の
支
出
増
に
な
る
、
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
現
実
離
れ
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

と
し
た
う
え
で
、
「
専
門
知
識
の
無
い
人
々
の
圧
力
に
屈
す
る
事
な
く
」
戦
力
の
維
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
．
一

方
ヤ
ゾ
フ
論
文
は
一
層
包
括
的
な
反
論
で
あ
る
。
ヤ
ゾ
フ
国
防
相
は
ソ
連
軍
に
関
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
「
洪
水
の
よ
う
な
」
議
論
は
「
下
ら

な
い
」
「
軽
薄
な
」
も
の
で
あ
る
と
決
め
付
け
、
歴
史
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
軍
事
的
各
側
面
か
ら
雇
用
・
民
兵
制
に
反
撃
を
加
え
て

い
る
。
歴
史
的
に
は
、
レ
ー
ニ
ン
自
身
が
民
兵
制
は
革
命
を
擁
護
す
る
能
力
が
な
い
と
し
て
労
農
赤
軍
を
創
設
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、

「
人
民
と
遊
離
し
た
特
殊
階
級
（
雇
用
兵
）
に
よ
っ
て
戦
争
が
遂
行
さ
れ
る
時
代
は
、
も
う
は
る
か
永
遠
の
彼
方
に
跡
形
も
な
く
消
え
て
し

ま
っ
た
」
と
い
う
レ
ー
ニ
ソ
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。
政
治
的
に
は
徴
兵
制
だ
か
ら
こ
そ
保
た
れ
て
い
る
集
団
主
義
と
同
士
的
意
識
が

雇
用
兵
制
で
は
失
わ
れ
、
軍
勤
務
の
意
欲
は
報
酬
の
額
に
直
接
関
わ
る
こ
と
に
な
る
点
を
挙
げ
、
経
済
的
に
は
現
行
制
度
が
も
っ
と
も
合

理
的
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
軍
事
的
に
は
、
雇
用
兵
・
民
兵
制
は
近
代
兵
器
の
十
分
な
習
得
が
で
き
な
い
上
に
、
地
域
編
成
部
隊
で
は
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

域
（
T
V
D
）
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
反
論
に
対
し
て
賛
成
論
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
イ
ゴ
ー
ル
・
シ
ャ
テ
ィ
・
（
退
役
中
佐
）
は
、
肥
大
化
し
た
軍
隊
は
、
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戦
争
が
な
く
て
も
文
明
を
自
己
破
壊
さ
せ
．
経
済
を
枯
渇
さ
せ
る
と
し
．
小
規
模
の
常
備
軍
を
残
し
大
部
分
は
純
粋
に
、
、
9
＜
昌
、
．
な
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

経
済
活
動
と
労
働
を
行
う
準
軍
隊
組
織
に
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
「
リ
ト
ア
ニ
ア
出
身
者
は
バ
ル
ト
軍
管
区
（
バ
ル
ト
三
国
）
内
で
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
36
）

兵
役
に
つ
く
」
と
の
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
最
高
会
議
の
決
定
（
八
九
年
九
月
二
九
日
）
は
、
実
現
す
れ
ば
地
域
軍
制
へ
の
最
初
の
一
歩
と
な
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
独
立
傾
向
を
強
め
て
い
る
他
の
共
和
国
で
も
同
様
の
動
き
が
出
て
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
は
何
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
軍
制
改
革
へ
の
反
論
の
特
徴
は
、
軍
の
側
が
改
変
の
意
見
を
軍
へ
の
あ
か
ら

さ
ま
な
攻
撃
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．
モ
イ
セ
ー
エ
フ
は
「
過
去
の
軍
事
的
脅
威
は
自
己
の
存
在
を
正
当
化
す
る
た
め
に
軍
人
が
考

え
出
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ
え
い
う
意
見
が
あ
り
．
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
、
と
激
し
い
反
感
を
見
せ
て
い
る
．
ゴ
ル
パ
チ
ョ
フ
は

国
連
で
発
表
し
た
一
方
的
軍
縮
に
と
ど
ま
ら
ず
さ
ら
に
大
幅
な
軍
備
削
減
を
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
軍
の
抵
抗
を
世
論

の
力
で
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
軍
制
の
基
幹
軍
・
民
兵
制
へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
提
案
は
、
政
治
、
経
済
制
度
と
と
も
に
軍
事
制
度

も
根
本
的
に
見
直
そ
う
と
す
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
意
向
に
添
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
軍
の
激
し
い
反
論
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ

フ
批
判
と
言
え
な
く
も
な
い
。
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⑥
　
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
を
め
ぐ
る
論
議

　
こ
の
よ
う
に
軍
事
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
は
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
シ
ビ
リ
ア
ン
の
側
は
一
層
の
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
を
要
求
し
て
い
る
の
に
対

し
、
軍
部
か
ら
は
、
グ
ラ
ス
ノ
チ
ス
の
行
き
過
ぎ
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
を
心
配
す
る
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
前
者
の
一
例
と
し
て
は
、

「
二
〇
世
紀
と
平
和
」
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ア
レ
ク
セ
イ
・
パ
ン
キ
ン
（
国
際
問
題
専
門
家
）
の
論
文
が
あ
る
。
パ
ン
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
グ
ラ
ス

ノ
ス
チ
に
よ
っ
て
大
祖
国
戦
争
の
悲
劇
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ス
コ
ミ
が
西
側
の
脅
威
を
あ
お
り
立
て

る
の
で
、
一
般
の
人
々
は
戦
争
前
夜
の
よ
う
に
感
じ
て
お
り
、
も
っ
と
ソ
連
軍
を
強
化
し
て
敵
を
脅
し
て
や
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

ソ
連
の
国
防
費
が
（
公
表
）
二
〇
〇
億
ル
ー
ブ
ル
、
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
が
三
〇
〇
〇
億
ル
ー
ブ
ル
だ
が
こ
れ
で
大
丈
夫
か
と
心
配
し
て
い
る
。



ゴルバチョフの軍事政策と党軍関係の一考察

彼
ら
は
戦
略
的
パ
リ
テ
ィ
ー
の
意
味
も
知
ら
ず
、
核
ミ
サ
イ
ル
の
名
も
西
側
の
付
け
た
も
の
し
か
知
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
新
思
考
外
交
は

行
え
な
い
．
防
衛
、
外
交
問
題
に
つ
い
て
も
っ
と
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
を
進
め
れ
ば
一
般
の
人
々
に
も
新
思
考
が
確
信
さ
れ
、
理
解
さ
れ
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
〉

内
に
お
け
る
議
論
は
も
っ
と
成
熟
し
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
軍
部
は
こ
れ
と
は
全
く
違
っ
た
見
方
を
し
て
い
る
。
陸
海
軍
政
治
総
本
部
の
ヴ
ォ
ル
コ
ゴ
ノ
フ
は
、
新
思
考
と
軍
縮
に
関
し

て
ソ
連
で
は
平
和
主
義
が
広
が
っ
て
い
る
と
し
、
平
和
主
義
と
平
和
の
た
め
の
戦
い
は
同
じ
で
は
な
い
、
平
和
主
義
は
共
産
主
義
者
の
取

る
べ
き
立
場
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
平
和
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
邪
魔
す
る
も
の
だ
、
と
の
べ
、
多
く
の
マ
ス
コ
、
・
・
の
筆
者
に
と
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

軍
事
問
題
と
愛
国
主
義
は
二
番
目
、
三
番
目
の
重
要
性
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
は
残
念
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
ガ
レ
ー
エ
フ
大
将
（
参
謀
本
部
次
官
）
は
．
現
在
は
軍
の
組
織
や
訓
練
を
維
持
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
く
な
っ
て
い
る
し
、
マ
ス

コ
ミ
な
ど
で
、
一
方
的
軍
備
削
減
に
関
連
し
て
、
国
の
防
衛
や
軍
務
の
必
要
性
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
我
慢
で
き
な
い
と
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
彼
ら
は
、
た
と
え
敵
が
戦
争
を
始
め
て
も
兵
士
達
が
反
撃
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
”
正
義
の
戦
争
”
と

”
不
正
義
の
戦
争
”
と
い
う
考
え
を
否
定
し
、
侵
略
者
と
犠
牲
者
の
区
別
を
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。
」
ガ
レ
ー
エ
フ
は
、
共
産
主

義
者
自
身
が
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
、
と
指
摘
し
た
う
え
で
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、
ω
平
和
の
た
め
の
闘
争
の

複
雑
さ
を
理
解
せ
ず
、
す
で
に
脅
威
は
な
く
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
㈹
帝
国
主
義
者
が
平
和
主
義
の
考
え
を
ま
き
散
ら
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
防
衛
力
を
弱
め
よ
う
と
し
て
い
る
事
、
⑥
社
会
で
多
く
見
ら
れ
る
否
定
的
現
象
が
、
軍
内
で
も
増
大
し
て
い
る
こ
と
、
を
挙
げ

　
　
（
3
9
）

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
懸
念
が
軍
内
に
広
が
っ
て
い
る
お
り
、
共
産
党
中
央
委
員
会
書
記
局
は
八
九
年
四
月
、
ソ
連
の
マ
ス
コ
、
・
・
に
対
し
、
軍
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

威
信
を
傷
つ
け
る
記
事
が
目
立
つ
と
し
て
、
報
道
内
容
の
是
正
を
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
中
央
集
権
体
制
の
弱
ま
り

と
と
も
に
、
軍
の
「
根
本
的
立
て
直
し
」
、
社
会
の
非
軍
事
化
を
進
め
て
き
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
政
策
の
結
果
で
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
せ

い
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
社
会
的
風
潮
の
直
接
の
結
果
は
、
若
者
の
徴
兵
拒
否
の
拡
大
で
あ
る
。
徴
兵
拒
否
そ
の
も
の
は
以
前
か
ら
見
ら
れ
た
。
そ

れ
は
と
く
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
開
始
後
拡
大
し
、
高
官
の
地
位
を
利
用
し
、
あ
る
い
は
賄
賂
を
使
っ
て
徴
兵
逃
れ
を
す
る
も
の
が
い

る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
特
殊
な
例
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
現
在
は
社
会
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
き
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
チ
ェ
ル
グ
リ
ゴ
リ
ヤ
ソ
ツ
中
将
は
、
バ
ル
ト
諸
国
と
ザ
カ
フ
カ
ス
で
徴
兵
拒
否
が
広
が
っ
て
お
り
、
八
九
年
春
、
グ
ル
ジ

ア
共
和
国
で
は
一
五
〇
〇
人
が
徴
兵
に
応
じ
ず
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
で
は
数
千
人
の
徴
兵
に
失
敗
し
た
。
チ
ェ
ル
グ
リ
ゴ
リ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
徴
兵
拒
否
を
目
標
と
し
た
非
公
認
運
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。

　
政
府
は
八
九
年
四
月
一
〇
日
、
兵
役
を
規
定
し
た
「
一
般
兵
役
義
務
法
」
を
改
定
し
、
全
日
制
大
学
の
学
生
の
兵
役
免
除
、
軍
事
講
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

を
受
け
な
い
大
学
卒
業
者
の
兵
役
期
間
を
従
来
よ
り
短
縮
し
て
一
年
と
す
る
こ
と
な
ど
を
決
め
た
。
こ
れ
は
兵
員
削
減
の
一
環
と
見
ら
れ

る
が
、
軍
内
に
は
批
判
が
強
い
。
ク
リ
ボ
シ
ェ
フ
参
謀
総
長
代
理
は
、
都
市
居
住
者
や
知
識
人
・
高
級
官
僚
な
ど
の
子
弟
が
多
く
大
学
に

入
学
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
大
学
生
を
徴
兵
猶
予
に
す
る
こ
と
は
、
農
村
居
住
者
や
勤
労
者
と
の
不
公
平
を
招
く
の
み
な
ら
ず
、

農
村
か
ら
は
徴
兵
適
齢
に
達
し
た
す
べ
て
の
若
者
が
召
集
さ
れ
る
た
め
に
、
食
料
問
題
の
解
決
に
さ
え
影
響
を
及
ぽ
し
か
ね
な
い
、
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

よ
く
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
政
府
は
、
兵
役
中
の
全
日
制
大
学
の
学
生
も
兵
役
期
間
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
を
決
め
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て

も
ク
リ
ボ
シ
ェ
フ
は
、
「
一
般
兵
役
義
務
法
」
違
反
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
決
定
に
関
し
て
テ
レ
ビ
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
「
こ
れ
は
わ

れ
わ
れ
の
勝
利
、
ソ
連
最
高
会
議
の
勝
利
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し
、
「
誰
が
誰
に
対
し
て
勝
利
し
た
と
い
う
の
か
」
と
怒
り
を

　
　
　
　
　
（
4
4
）

ぶ
つ
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
党
・
政
府
が
す
で
に
決
定
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
こ
と
は
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
防
省
機
関
紙
に
掲
載
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
軍
の
危
機
感
が
非
常
に
強
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
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三
、
軍
部
の
人
事
異
動
に
よ
る
統
制

ゴルバチョフの軍事政策と党軍関係の一考察

　
周
知
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
は
人
事
の
異
動
が
少
な
く
、
党
、
政
府
、
軍
の
幹
部
に
同
一
ポ
ス
ト
の
長
期
居
座
り
、
老
齢
化
が

目
立
っ
た
．
こ
れ
が
社
会
活
動
全
体
の
沈
滞
現
象
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
否
定
で
ぎ
な
い
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
書
記
長
就
任
直
後
の
四
月

二
三
日
の
中
央
委
員
会
総
会
で
、
「
長
期
に
わ
た
っ
て
同
一
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
い
る
一
部
の
幹
部
は
、
新
し
い
も
の
を
見
出
だ
さ
な
く
な

り
、
欠
陥
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
る
」
と
批
判
し
．
「
活
発
な
異
動
」
の
方
針
を
示
し
た
．
そ
し
て
、
四
月
と
七
月
の
中
央
委
員
会
総

会
及
び
七
月
の
最
高
会
議
に
お
い
て
、
党
政
治
局
、
書
記
局
、
最
高
会
議
幹
部
会
、
中
央
閣
僚
か
ら
地
方
第
一
書
記
に
至
る
ま
で
大
幅
な

人
事
異
動
を
実
行
し
た
が
、
軍
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

　
ま
ず
、
八
五
年
七
月
に
、
二
三
年
問
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
政
治
総
本
部
長
エ
ピ
シ
ェ
フ
上
級
大
将
が
更
迭
さ
れ
た
。
エ
ピ
シ
ェ
フ
は
そ

の
と
き
七
七
歳
で
、
後
任
の
リ
ジ
チ
ェ
フ
大
将
は
五
七
歳
で
あ
る
の
で
年
齢
は
二
〇
歳
も
若
が
え
っ
た
。
続
い
て
七
五
歳
で
二
九
年
間
そ

の
職
に
あ
っ
た
海
軍
総
司
令
官
ゴ
ル
シ
コ
フ
が
、
五
七
歳
の
チ
ェ
ル
ナ
ヴ
ィ
ソ
海
軍
元
帥
に
変
わ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
戦
略
ロ
ケ
ッ
ト
軍

総
司
令
官
、
北
方
、
黒
海
、
バ
ル
ト
の
各
艦
隊
司
令
官
、
ソ
連
軍
集
団
（
駐
ド
イ
ッ
）
司
令
官
、
四
つ
の
軍
管
区
司
令
官
な
ど
が
、
八
五
年

中
に
更
迭
さ
れ
た
。

　
ゴ
ル
パ
チ
ョ
フ
の
初
年
度
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
大
幅
な
人
事
異
動
は
、
か
な
り
性
急
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
表
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
ご
も
そ
の
勢
い
は
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
八
八
年
ま
で
は
さ
ら
に
加
速
さ
れ
た
と
言
え
る
。

一
九
八
五
年

ソ
連
軍
の
主
要
人
事
異
動

政
治
総
本
部
長
、
戦
略
・
ケ
ッ
ト
軍
総
司
令
官
、

軍
管
区
司
令
官
”
プ
リ
ヴ
ォ
ル
ガ
，
白
・
シ
ア
、

海
軍
総
司
令
官

ザ
カ
フ
カ
ズ
、
モ
ス
ク
ワ
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艦
隊
司
令
官
”
北
方
、
黒
海
、
バ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
在
外
軍
司
令
官
”
駐
独
、
北
方
、
南
方

　
　
一
九
八
六
年
　
国
防
第
一
次
官
、
民
防
長
官
、

　
　
　
　
　
　
　
南
方
戦
域
軍
総
司
令
官

　
　
　
　
　
　
　
軍
管
区
司
令
官
”
北
カ
フ
カ
ズ
．
シ
ベ
リ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
艦
隊
司
令
官
”
バ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
在
外
軍
司
令
官
”
駐
独

　
　
一
九
八
七
年
　
国
防
相
、
国
防
次
官
（
二
名
）
、
国
内
軍
長
官
、
防
空
軍
総
司
令
官
、

　
　
　
　
　
　
　
極
東
戦
域
軍
総
司
令
官

　
　
　
　
　
　
　
軍
管
区
司
令
官
”
極
東
、
シ
ベ
リ
ヤ
、
ウ
ラ
ル
、
プ
リ
バ
ル
ト
、
プ
リ
ヵ
ル
パ
ト
、
オ
デ
ッ
サ
、
中
央
ア
ジ
ア

　
　
　
　
　
　
　
艦
隊
司
令
官
”
太
平
洋

　
　
　
　
　
　
　
在
外
軍
司
令
官
髄
駐
独
、
北
方
、
中
央

　
一
九
八
八
年
　
参
謀
総
長
、
国
防
第
一
次
官
、
国
防
次
官
（
二
名
）
、

　
　
　
　
　
　
　
後
方
長
官
、
西
北
戦
域
軍
総
司
令
官

　
　
　
　
　
　
　
軍
管
区
司
令
官
”
モ
ス
ク
ワ
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
、
ザ
カ
フ
カ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
艦
隊
司
令
官
”
北
方

　
　
一
九
八
九
年
　
地
上
軍
総
司
令
官
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
軍
総
司
令
官

　
　
　
　
　
　
　
在
外
軍
”
南
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
”
ク
ラ
ス
ナ
ヤ
・
ズ
ベ
ズ
ダ
等
に
よ
る
、
八
九
年
二
月
現
在
）

　
そ
の
結
果
、
軍
管
区
司
令
官
以
上
で
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
以
前
か
ら
引
き
続
き
そ
の
地
位
に
留
ま
っ
て
い
る
の
は
、
国
境
警
備
軍
長
官
V
・

A
・
マ
ト
ロ
ソ
フ
（
就
任
確
認
七
三
年
二
一
月
・
以
下
同
様
）
、
空
軍
総
司
令
官
A
・
N
・
エ
フ
ィ
ー
モ
フ
（
同
八
四
年
一
二
月
）
、
キ
エ
フ
軍
管

区
司
令
官
V
・
V
・
オ
シ
ポ
フ
（
同
八
四
年
一
〇
月
）
、
ト
ル
ケ
ス
タ
ン
軍
管
区
司
令
官
N
・
1
・
ポ
ポ
フ
（
同
八
五
年
一
月
）
、
カ
ス
ピ
小
艦

342



隊
司
令
官
V
・
V
・
ト
ル
カ
チ
ェ
フ
（
同
八
四
年
七
月
）
だ
け
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
防
相
と
第
一
次
官
（
三
人
）
を
含
む
中
央
の
一
〇
ポ

ス
ト
の
す
べ
て
、
五
軍
種
総
司
令
官
と
空
挺
部
隊
司
令
官
六
人
の
う
ち
五
人
、
四
つ
の
戦
域
軍
総
司
令
官
の
す
べ
て
、
一
六
の
軍
管
区
と

一
つ
の
防
空
管
区
の
う
ち
一
五
の
司
令
官
、
四
艦
隊
司
令
官
の
す
べ
て
、
在
外
軍
司
令
官
の
す
べ
て
が
交
替
し
た
こ
と
に
な
る
．

　
こ
の
よ
う
な
軍
首
脳
部
の
全
面
的
入
替
え
に
よ
り
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
軍
内
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
を
強
力
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
．
ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
軍
内
に
お
け
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
立
場
も
決
し
て
脆
弱
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
．
し
か
し
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
こ
れ
迄
行
っ
た
こ
と
は
、
国
防
費
と
軍
備
の
削
減
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
目
的

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
先
軍
を
ど
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
明
確
で
な
い
。
そ
こ
に
軍
の
不
安
や
反
発
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

ゴルバチョフの軍事政策と党軍関係の一考察

　
一
九
八
九
年
七
月
三
日
の
ソ
連
最
高
会
議
に
お
い
て
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
軍
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
に
つ
い
て
、
軍
内
に
は
国
の
安
全
を

脅
か
す
よ
う
な
重
大
な
危
険
を
は
ら
む
事
態
が
生
じ
て
い
た
、
と
規
律
強
化
を
始
め
と
す
る
軍
内
ペ
レ
ス
ト
・
イ
カ
の
必
要
性
を
強
調
す

る
と
と
も
に
、
「
こ
れ
は
根
本
的
な
、
社
会
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
よ
り
も
徹
底
し
た
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
だ
」
と
述
べ
た
。
そ
れ
と
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
45
）

ゴ
ル
パ
チ
ョ
フ
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
も
の
が
た
く
さ
ん
い
る
、
と
「
た
く
さ
ん
」
の
部
分
を
繰
り
返
し
て
強
調
し
た
。

　
一
方
同
最
高
会
議
に
お
け
る
ヤ
ゾ
フ
国
防
相
の
再
任
投
票
で
は
、
投
票
総
数
三
九
九
の
う
ち
、
反
対
が
七
七
票
、
棄
権
が
六
六
票
も
あ

（
4
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

っ
た
。
ま
た
、
反
対
票
の
中
に
は
軍
人
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
上
記
演
説
で
、
と
く
に
ヤ
ゾ
フ

国
防
相
を
擁
護
し
た
が
、
ゴ
ル
パ
チ
ョ
フ
・
ヤ
ゾ
フ
コ
ン
ビ
に
よ
る
軍
事
政
策
に
は
抵
抗
が
小
さ
く
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
ヤ
ゾ
フ
国
防
相
は
再
任
決
定
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
可
能
性
を
否
定
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
う
わ
さ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

イ
デ
オ
・
ギ
ー
闘
争
の
一
環
で
あ
る
と
の
見
方
を
示
し
た
。
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い
ず
れ
に
し
ろ
、
ソ
連
社
会
に
お
け
る
軍
の
存
在
は
非
常
に
大
き
い
。
ク
ー
デ
タ
ー
の
可
能
性
は
な
い
に
し
て
も
、
軍
部
の
協
力
な
し

に
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
成
功
は
お
ぽ
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
党
軍
関
係
の
あ
り
方
が
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

パパハパパパハパパハパハハパハハパ1716151413121110987654321）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）七
二
、

（
1
8
）月

革
命
記
念
日
に
お
け
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
演
説
、

　
ヤ
ワ
条
約
加
盟
諸
国
の
軍
事
ド
ク
ト
リ
ソ
に
つ
い
て
」

口
℃
畠
誉
誌
国
δ
蓋
」
O
o
。
ド

コ
℃
9。
鍔
餌
卜
o
o
。
O
腎
a
富
」
O
o。
ド

ズ
℃
帥
畠
雷
ω
切
8
恕
8
三
雷
」
O
G。
P

コ
℃
鎚
恕
o
。
＝
o
＆
冨
℃
一
〇
〇。
9

口
℃
臣
誉
誌
三
8
醤
」
O
o。
9

ヤ
ゾ
フ
国
防
相
「
防
衛
建
設
の
た
め
の
質
的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
」
（
民
窟
畠
器
ω
器
ω
岩
O
＞
胃
鷺
慈
」
O
。。
o。
）
。

ジ
ュ
ー
ル
キ
ソ
他
「
軍
事
面
に
お
い
て
も
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
が
必
要
」
（
＝
8
8
ω
需
§
・
2
9
合
（
口
○
鋸
a
冨
＝
O
c。
刈
）
）
。

ヤ
ゾ
フ
「
戦
力
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
と
ミ
サ
イ
ル
・
核
の
パ
リ
テ
ィ
ー
」
（
口
℃
臣
宕
o。
e
窃
短
自
」
O
c。
G。
）
。

ロ
ボ
フ
参
謀
総
長
第
一
代
理
「
優
位
に
立
と
う
と
し
て
い
る
の
は
だ
れ
か
」
（
M
ε
蓉
愚
論
留
8
恕
試
竃
δ
器
」
O
o。
o。
）
。

ア
フ
・
メ
ー
エ
フ
「
海
軍
力
と
包
括
的
安
全
保
障
」
（
コ
℃
畠
る
ぴ
O
Φ
胃
a
冨
」
O
。。
o◎
）
。

チ
ェ
ル
ナ
ヴ
ィ
ソ
海
軍
総
司
令
官
「
抑
制
は
相
互
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
民
9
。
器
諭
留
8
る
刈
員
突
a
9
＝
O
o。
o。
）
．

「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
国
防
相
委
員
会
声
明
」
（
浮
器
自
蕗
8
曽
雷
マ
」
O
c。
。
）
。

口
℃
臣
恕
一
〇
》
召
o
彊
＝
O
o
。
P

「
人
民
代
議
員
大
会
に
お
け
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
報
告
」
（
「
ぢ
島
恕
巽
3
窒
」
O
G
。
O
）
及
び
「
同
ル
イ
シ
コ
フ
報
告
」
（
o。
＝
δ
器
」
O
o。
O
）
。

ズ
短
畠
窒
ω
器
ω
恕
憎
＞
召
①
慧
｝
一
〇
〇。
o。
●

A
P
N
プ
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
一
九
八
八
年
一
一
月
一
〇
目
付
．

「
第
二
七
回
党
大
会
へ
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
報
告
」
（
「
ソ
連
共
産
党
第
二
七
回
大
会
資
料
集
」
ソ
連
大
使
館
広
報
部
編
訳
、
あ
り
え
す
書
房
刊
）
、

　
八
三
頁
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
「
安
全
な
世
界
の
現
実
と
保
障
」
（
＝
9
畏
帥
ミ
O
雷
語
9
卸
お
o
。
刈
）
、
一
九
八
七
年
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
九
回
党
協
議
会
に
お
け
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
報
告
（
コ
℃
畠
毬
鵠
＝
δ
塁
」
O
G。
o

。
）
、
「
ワ
ル
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
℃
島
葛
G
。
〇
三
雷
」
拐
『
）
等
を
参
照
．
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パハハパハパハパハ27　26　25　24　23　22　21　20　19
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

　
冒
塁

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
）

（
35
）

（
3
6
）

（
3
7
）

　
（
円
≦
①
暮
陣
①
爵
O
睾
ε
員
導
儀
勺
8
8
一
2
0

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

（
4
1
）

A
・
パ
ブ
ロ
フ
、
V
・
リ
ャ
シ
ェ
ン
コ
「
戦
争
と
政
治
の
相
関
関
係
」
（
民
薯
ξ
臣
3
田
o
嬉
※
①
臣
匡
×
O
…
℃
＝
o
a
マ
お
。。
。。
）
。

一
獣
P

H
獣
阜

H
三
伍
“

H
獣
9

「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
加
盟
諸
国
の
軍
事
ド
ク
ト
リ
ソ
に
つ
い
て
」
（
口
℃
畠
恕
8
三
慧
」
O
o。
刈
）
。

＝
8
0
Φ
切
℃
Φ
冨
国
虞
＝
δ
蓋
｝
一
〇
〇。

O
。

A
・
ア
ル
バ
ー
ト
フ
「
防
衛
的
ド
ク
ト
リ
ソ
の
ジ
レ
ソ
マ
」
（
＝
8
8
団
需
蚤
ω
G
窃
℃
き
国
」
O
o。
O
）
。

≧
Φ
惹
鼠
霞
留
＜
Φ
ξ
①
＜
℃
U
①
げ
暮
Φ
。
ロ
≦
倉
り
鴇
名
霊
9
霞
一
凶
鼠
藁
∪
。
9
善
。
ぎ
O
器
即
騨
邑
ω
。
。
芭
蓉
＝
霞
当
。
塗
目
（
く
。
Φ
§
覧
＜
①
の
ヨ
貰

一
〇
c

o
o
o
矯
b
ワ
㎝
I
oo
）
，

G
・
コ
ス
テ
フ
海
軍
少
将
「
新
思
考
に
よ
る
ソ
連
の
軍
事
ド
ク
ト
リ
ソ
」
（
ズ
身
ξ
臣
3
ω
8
嬉
製
①
臣
『
冥
O
…
｝
O
の
胃
＆
冨
お
o。
刈
）
。

A
・
ア
ル
バ
ー
ト
フ
、
8
。
o
霊

ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ス
コ
ッ
ト
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
コ
ッ
ト
「
ソ
連
軍
－
思
想
・
機
構
・
実
力
」
（
乾
一
宇
訳
、
時
事
通
信
社
）
、
一
二
頁
。

》
．
留
二
爵
旦
．
．
≦
ゲ
彗
困
邑
o
h
》
吋
目
a
男
o
言
Φ
の
U
o
≦
Φ
2
Φ
。
亀
．
、
（
匡
。
ψ
8
≦
Z
①
≦
即
Z
9
ま
堕
Z
。
＜
●
一
〇
〇。
c。
）
・

H
げ
置
’

モ
イ
セ
ー
エ
フ
「
防
衛
的
な
ド
ク
ト
リ
ソ
の
立
場
か
ら
」
（
ズ
窓
畠
雷
留
8
岩
6
G
Φ
暑
薗
蓄
」
O
c。
O
）
。

ヤ
ゾ
フ
「
新
思
考
を
基
盤
と
し
て
」
（
ズ
窓
畠
塁
留
8
宕
お
》
巷
①
自
」
O
c。
O
）
。

崔
o
ロ
8
名
2
Φ
≦
孕
2
0
。
倉
『
騨
づ
。
b
ド
一
〇
〇〇
〇
●

「
毎
日
新
聞
」
一
九
八
九
年
九
月
三
〇
日
付
。

2
Φ
富
亀
評
爵
旦
．
．
℃
。
一
。
巳
畠
ー
2
Φ
ミ
目
『
ざ
お
｝
○
冨
暮
。
器
”
昌
ω
。
＜
凶
9
り
＄
8
竃
。
〈
昏
①
客
“
》
ピ
①
9
霞
ε
爵
。
田
三
g
、
．
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
㎝
噛
冒
餌
『
一
〇
〇。
刈
）
．

ソ
連
作
家
同
盟
大
会
（
一
九
八
七
年
四
月
二
七
日
～
二
八
日
）
に
お
け
る
演
説
（
』
竃
8
舘
旨
器
国
審
器
冨
2
9
多
〇
三
雷
＝
O
o。
ご
。

○
胃
a
写
2
0
。
ρ
o。
e
Φ
呂
舘
国
一
一
〇
〇。
oo
。

ズ
℃
9
。
畠
窒
ω
切
8
岩
①
寓
6
詔
鷺
一
〇
〇。

O
●

ズ
℃
薗
g
窒
ω
零
ω
速
ゆ
。
○
昏
a
マ
”
一
。
。。
P
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（
42
）

（
4
3
）

（
44
）

（
45
）

（
4
6
）

（
4
7
）

（
48
）

「
ソ
連
最
高
会
議
幹
部
会
令
」
一
九
八
九
年
四
月
一
〇
日
付
．

「
ソ
連
最
高
会
議
幹
部
会
令
」
一
九
八
九
年
七
月
一
一
目
付
．

閑
冨
畠
雷
ω
切
8
宕
ω
一
＞
閃
q
8
P
一
〇
〇。
鉾

ソ
連
最
高
会
議
に
お
け
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
演
説
（
モ
ス
ク
ワ
放
送
“
R
P
一
九
八
九
年
七
月
三
日
）
。

一
三
P

モ
ス
ク
ワ
放
送
と
の
イ
ソ
タ
ピ
ュ
ー
（
モ
ス
ク
ワ
放
送
”
R
P
一
九
八
九
年
七
月
四
目
）
。

ぎ
崔
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